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改正案 現 行 

６．養成施設の指定等の公告の方法について （略） 

経済産業大臣は、次のいずれかに該当する場合にあっては、その旨を当該養成施設の所在地を管轄する産業

保安監督部長を経由して申請者に通知し、併せて全ての産業保安監督部長に通知するとともに、公示するもの

とする。また、産業保安監督部長にあっては、それぞれが管轄する都道府県知事にその旨を通知するものとす

る。 

（１）～（４） （略） 

 

 

６．養成施設の指定等の公告の方法について （略） 

経済産業大臣は、次のいずれかに該当する場合にあっては、その旨を当該養成施設の所在地を管轄する産業

保安監督部長を経由して申請者に通知し、併せて全ての産業保安監督部長に通知するとともに、官報に公示す

るものとする。また、産業保安監督部長にあっては、それぞれが管轄する都道府県知事にその旨を通知するも

のとする。 

（１）～（４） （略） 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この内規は、平成２９年７月１３日から施行する 

 


